
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
（
電
動
キ

ッ
ク
ボ
ー
ド
）
標
識
の
交
付
開
始

C
市
内
の
住
所
を
定
置
場
と
し
、
以
下
の
要
件

す
べ
て
に
該
当
す
る
車
両
を
所
有
し
て
い
る
方

（
法
人
含
む
）
●
原
動
機
の
定
格
出
力
が
0
・

60
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
●
長
さ
1
・
9
メ
ー
ト
ル

以
下
で
、
幅
0
・
6
メ
ー
ト
ル
以
下
●
最
高
速

度
が
20
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下

G
軽
自
動
車
税
申
告
（
報
告
）
書
兼
標
識
交
付

申
請
書
（
HP
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）、
販
売
証

明
書
（
譲
渡
証
明
書
）、
本
人
確
認
書
類

H
I
市
民
税
課　

J
(32)
6
2
4
4

樽
前
小
学
校
へ
見
学
に

来
ま
せ
ん
か

樽
前
小
学
校
は
授
業
（
平
日
9
時
か
ら
14
時
こ

ろ
）
や
行
事
、
特
色
あ
る
教
育
活
動
の
様
子
を

ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す　

※
詳
細
は

樽
前
小
HP
で

I
学
校
教
育
課　

J
(32)
6
7
4
2　

樽
前
小
学

校　

J
(67)
3
7
5
5

情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護
制

度
の
利
用
状
況
（
令
和
4
年
度
）

■
情
報
公
開
制
度

開
示
請
求
72
件
（
決
定
内
容
＝
開
示
68
件
（
一

部
開
示
31
件
を
含
む
）、
文
書
不
存
在
4
件
）

■
個
人
情
報
保
護
制
度

自
己
に
関
す
る
個
人
情
報
の
開
示
請
求
18
件

（
決
定
内
容
＝
開
示
18
件
）
個
人
情
報
保
護
条

例
第
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
の

目
的
外
利
用
、
1
万
千
954
件
。
個
人
情
報
保
護

条
例
第
9
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報

の
外
部
提
供
、
3
万
千
198
件
。
審
査
請
求
な
し
。

個
人
情
報
保
護
条
例
第
39
条
の
規
定
に
よ
る
裁

決
な
し…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
法
務
文
書
課　

J
(32)
6
1
7
6

水
道
メ
ー
タ
ー
交
換
工
事

有
効
期
限
の
近
い
メ
ー
タ
ー
の
交
換
工
事
を
行

っ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
家
屋
に
は
、
事
前

に
工
事
予
定
日
を
ち
ら
し
な
ど
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。
工
事
中
の
約
20
分
間
は
断
水
と
な
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

I
水
道
窓
口
課　

J
(32)
6
6
9
5（
平
日
昼
間
）　

J
(32)
6
1
1
1
（
右
記
以
外
）

令
和
6
年
3
月
新
規
高
卒
者
の
求
人

受
け
付
け
に
つ
い
て

地
元
で
の
就
職
を
強
く
希
望
す
る
高
校
卒
業
予

定
者
が
、
早
期
に
就
職
先
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
早
期
求
人
提
出
を
お
願
い
し
ま

す
。
特
に
「
事
務
職
・
販
売
職
」
の
求
人
が
不

足
し
て
い
ま
す
。
新
卒
求
人
の
提
出
・
ご
相
談

は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
苫
小
牧
ま
で

I
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
苫
小
牧　

J
(32)
5
2
2
1

（
部
門
コ
ー
ド
42
＃
）　

市
工
業
・
雇
用
振
興
課　

J
(32)
6
4
3
2

労
働
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

■
労
働
保
険
の
年
度
更
新

令
和
5
年
度
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
の
年
度
更
新
期
間
は
、
7
月
10
日
㈪
ま
で

で
す
。
管
轄
の
労
働
局
、
労
働
基
準
監
督
署
、

金
融
機
関
で
申
告
・
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

年
度
更
新
申
告
書
の
書
き
方
お
よ
び
申
告
・
納

付
方
法
な
ど
は
、
年
度
更
新
申
告
書
に
同
封
し

て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
厚
生
労
働
省
HP
を
ご

覧
く
だ
さ
い

■
労
働
保
険
の
手
続
き
は
電
子
申
請
を
！

労
働
保
険
の
手
続
き
は
電
子
申
請
「
eイ

ー

‐

Gガ

ブ
o
v
」
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

労
働
保
険
関
係
手
続
き（
一
部
手
続
き
を
除
く
）

は
、
Gジ

ー

ビ
ズ
Iアイ
Dデ

ィ

を
利
用
し
て
手
続
き
す
る
こ

水道修理の申込、家屋解体時の届出

　直接水道業者に電話し、修理を依頼してください。アパー
トや借家にお住まいの方は、まず大家さんなどにご相談くだ
さい。宅地内および建物内の水道管は建物の一部であるため、
市では修理を行っていません

水道修理の申し込み 検索苫小牧 水道修理 指定事業者

　水道を利用していた家屋の解体を行う前には、別途水道設備の撤去の
届け出や工事が必要となります。なお、水道設備の撤去は解体事業者で
はできませんので、市指定の給水装置工事事業者に依頼してください

家屋解体時の届け出 検索苫小牧　水道撤去

I水道窓口課　J（32）6695（平日昼間）　J（32）6111（左記以外）

エ
ゾ
シ
カ
な
ど
へ
の
対
策
と
し
て
防
獣
グ
ッ
ズ
の
貸
し
出
し
を
始
め
ま
し
た　

H
I
環
境
生
活
課（
HP
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）で
配
布
の
様
式
を
直
接　

環
境
生
活
課　

J
(32)
6
3
3
1

広報とまこまい  令和5（2023）年・7月 18

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


